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第１章 総則 

(目的) 

第１条 この要綱は、長崎県美術館及び長崎歴史文化博物館において収蔵し、展示する資料(以下 

「収蔵品」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 管理者 長崎県文化振興課長をいう。 

(２) 会計員 長崎県文化振興課の総務・予算班長をいう。 

(３) 点検者 管理者の命を受け、収蔵品の抽出点検及び確認を行う者をいう。 

(４) 指定管理者 県の指定を受けた長崎県美術館及び長崎歴史文化博物館の指定管理者をいう。 

(５) ながさきミュージアムネットワーク 電子計算機を使用して、収蔵品の受入れ、払出しその

他の収 蔵品管理情報を入力して、収蔵品の取得、管理及び処分に関する事務を行うためのデー

タベースネ ットワークシステムをいう。 

(収蔵品の分類) 

第３条 収蔵品は次の各号に分類する。 

(１) 県有資料 

(２) 寄託資料 

２ 収蔵品の分類細目については、別表のとおりとする。 

第２章 取得事務 

(収蔵品の収集) 

第４条 収蔵品は、「長崎県美術館及び長崎歴史文化博物館に収蔵する資料の収集に関する要綱」に

基 づき収集するものとする。 

第３章 管理事務 

(管理者) 

第５条 管理者は、長崎県美術館又は長崎歴史文化博物館に収蔵品を配置し、点検者を指名するもの

と する。 

２ 管理者は、長崎県美術館において、６年間で全ての収蔵品の点検を行うための６箇年計画及びそ

れ に対する年間スケジュールを毎会計年度当初に作成する。 

３ 管理者は、長崎歴史文化博物館において、６年間で全ての収蔵品の点検を行うための６箇年計画

及 
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びそれに対する年間スケジュールを毎会計年度当初に作成する。 

４ 管理者は、収蔵品管理簿兼出納簿(様式第１号)を備え、収蔵品の保有状況を明らかにして管理し

な ければならない。 

５ 管理者は、その管理する収蔵品を別表に掲げる分類細目ごとに整理し、１点ごとに収蔵資料番号

を記 載した収蔵品番号シール(様式第２号)を貼付して保管しなければならない。ただし、シール

の貼付が困 難な収蔵品については、額縁又は収納箱等の付属品に貼付する等、その収蔵品に適合

した方法によ り管理できる。 

６ 管理者は、第２項及び第３項の年間スケジュールに基づき、指定管理者に対し、配置された収蔵

品と 収蔵品管理簿兼出納簿との点検及び照合を行わせ、その結果について報告を求めなければ

ならない。 

７ 管理者は、指定管理者に対し、長崎県物品取扱規則第１０条第１号の重要物品に該当する収蔵品

に ついて、毎年度全数点検を行わせ、その結果を翌年度の４月末日までに報告するよう求めなけ

ればな らない。 

８ 管理者は、収蔵品の出納をさせようとするときは、会計員に対し、次に掲げる事項を通知して行

わなけ ればならない。 

(１) 出納させる収蔵品の品名、分類細目、規格、数量及び金額 

(２) 出納の時期、配置場所及び点検者の氏名 

(３) 前２号に定めるもののほか、必要な事項 

(指定管理者) 

第６条 指定管理者は、使用する収蔵品を常に善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければ

なら ない。 

２ 指定管理者は、前条第２項及び第３項の年間スケジュールに基づき、配置された収蔵品と収蔵品

管理 簿兼出納簿との点検及び照合作業を行い、その結果を速やかに管理者へ報告しなければな

らない。 

３ 指定管理者は、長崎県物品取扱規則第１０条第１号の重要物品に該当する収蔵品について、毎年

度 全数点検を行い、その結果を翌年度の４月末日までに管理者へ報告しなければならない。 

４ 指定管理者は、第８条の交付があったときは、速やかに当該収蔵品の出納情報を「ながさきミュ

ージア ムネットワーク」へ入力しなければならない。 

５ 指定管理者は、本要綱のほか、第９条の規定により定められた基準を遵守しなければならない。 

(点検者) 

第７条 点検者は、前条第２項及び第３項の結果に基づき、一定数の収蔵品を抽出し、指定管理者立

会 いのもと、その点検及び確認を行うものとする。 

２ 点検者は、前項の規定による点検及び確認の結果を速やかに管理者へ報告しなければならな

い。 

(会計員) 

第８条 会計員は、第５条第８項の通知があったときは、速やかに当該収蔵品の出納を収蔵品管理



簿兼 出納簿(様式第１号)に登記し、その写しを指定管理者へ交付しなければならない。 

(収蔵品の管理及び貸付等) 

第９条 管理者は、具体的な収蔵品の管理、貸出及び閲覧事務等について、「長崎県美術館及び長

崎歴 史文化博物館資料の管理等基準」を定めるものとする。 

(定期報告) 

第１０条 管理者は、毎年度３月３１日現在における重要物品現在高調書(様式第３号)を調製し、

翌年度 の５月末日までに会計管理者に提出しなければならない。 

附則 

この要綱は、平成１９年１月２４日から施行する。 

この要綱は、平成３０年９月２５日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年１月２９日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

ただし、第５条第２項の規定の適用は令和９年４月１日からとする。 


